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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９０】
　本明細書に記載された駆動装置は、全く異なる車両部品、例えば、車両のフラップやド
アを調節するために用いることもできる。この限りにおいて、本願の駆動装置は、テール
ゲート用の用途に限定されない。
　なお、本発明は、実施の態様として以下の内容を含む。
［態様１］
　車両部品、特に、テールゲート（２０）を調節するための駆動装置（３）であって、
　－前記車両部品を駆動するための電気的駆動部（３４）であって、前記車両部品に調節
力を伝達するための出力軸（３４１）を備える電気的駆動部（３４）と、
　－前記出力軸（３４１）に操作可能に連結された第１の制動装置（１）であって、少な
くとも１つの永久磁石エレメント（１２，１４）を有し、かつ前記車両部品を現在位置に
拘束するための制動力を与えるように構成された第１の制動装置（１）と、
を備える駆動装置において、
　前記電気的駆動部（３４）を回生制動モードに切り替えて、前記駆動部によって回生発
電された電力を少なくとも部分的に前記駆動部にフィードバックすることで、前記車両部
品の移動を制動するために制動力を与えるように構成された第２の制動装置（４）をさら
に備えることを特徴とする駆動装置（３）。
［態様２］
　態様１に記載の駆動装置（３）において、前記第１の制動装置（１）が、固定部（１０
）と、前記固定部（１０）に対して回転不能な第１の永久磁石エレメント（１２）とを有
することを特徴とする駆動装置（３）。
［態様３］
　態様２に記載の駆動装置（３）において、前記第１の制動装置（１）は、前記固定部（
１０）に対して長手方向軸（Ｌ）を中心として回転可能な第２の永久磁石エレメント（１
４）を有し、前記第２の永久磁石エレメントは、前記出力軸（３４１）が回転移動（Ｄ）
する間に前記第２の永久磁石エレメント（１４）が前記固定部（１０）に対して回転する
ように前記出力軸（３４１）に操作可能に連結されていることを特徴とする駆動装置（３
）。
［態様４］
　態様３に記載の駆動装置（３）において、前記第１の永久磁石エレメント（１２）およ
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び前記第２の永久磁石エレメント（１４）はそれぞれ、前記長手方向軸（Ｌ）を中心とし
た周方向に沿って互いにオフセットされた２つの異なる磁極（Ｎ，Ｓ）をもつ少なくとも
一対の磁極を有し、制動状態において、前記第１の永久磁石エレメント（１２）の前記磁
極（Ｎ，Ｓ）が、磁気的に吸引するように、前記第２の永久磁石エレメント（１４）の前
記磁極（Ｎ，Ｓ）に対向して、前記制動力を与えることを特徴とする駆動装置（３）。
［態様５］
　態様３または４に記載の駆動装置（３）において、前記第１の永久磁石エレメント（２
）および前記第２の永久磁石エレメント（１４）が、互いに軸方向または径方向に離間し
ており、互いに摩擦当接しないことを特徴とする駆動装置（３）。
［態様６］
　態様３から５のいずれか一態様に記載の駆動装置（３）において、前記出力軸（３４１
）の回転移動（Ｄ）の間に前記永久磁石エレメント（１２，１４）の前記磁気吸引によっ
て前記第１の制動装置（１）によって与えられる前記制動力の合計が、前記第２の永久磁
石エレメント（１４）の１回転あたり０であることを特徴とする駆動装置（３）。
［態様７］
　態様３から６のいずれか一態様に記載の駆動装置（３）において、前記永久磁石エレメ
ント（１２，１４）の間に、非着磁性材料からなる中間エレメント（１５）が設けられる
ことを特徴とする駆動装置（３）。
［態様８］
　態様３から７のいずれか一態様に記載の駆動装置（３）において、少なくとも１つの永
久磁石エレメント（１２，１４）が軟磁性材料からなる戻りエレメント（１１，１３）に
連結されて、磁気戻り経路を提供することを特徴とする駆動装置（３）。
［態様９］
　態様１から８のいずれか一態様に記載の駆動装置（３）において、前記第１の制動装置
（１）が、与えられる前記制動力を設定するために切替可能であることを特徴とする駆動
装置（３）。
［態様１０］
　態様１から９のいずれか一態様に記載の駆動装置（３）において、前記第２の制動装置
（４）は、抵抗器（４１）を有する電気回路を有し、前記回路は、前記抵抗器（４１）に
よって、前記電気的駆動部（３４）の接続部（３４３，３４４）を短絡させるように構成
されていることを特徴とする駆動装置（３）。
［態様１１］
　態様１０に記載の駆動装置（３）において、前記抵抗（４１）が可変であることを特徴
とする駆動装置（３）。
［態様１２］
　態様１０または１１に記載の駆動装置（３）において、前記第２の制動装置（４）は、
前記回路を制御するように構成された電子制御部（４２）を有することを特徴とする駆動
装置（３）。
［態様１３］
　態様１２に記載の駆動装置（３）において、前記電子制御部（４２）は、特に、前記駆
動部（３４）のトルク、前記駆動部（３４）の速度、モータ電流、または、例えば周囲温
度といった、少なくとも１つの周囲条件に応じて、前記抵抗（４１）を変更するように構
成されていることを特徴とする駆動装置（３）。
［態様１４］
　態様１２または１３に記載の駆動装置（３）において、前記電子制御部（４２）は、前
記電気的駆動部（３４）の前記接続部（３４３，３４４）間の端子電圧（Ｕ）を検出し、
前記端子電圧（Ｕ）に応じて、前記接続部（３４３，３４４）を短絡するために前記電気
回路を制御するように構成されていることを特徴とする駆動装置（３）。
［態様１５］
　態様１４に記載の駆動装置（３）において、前記電子制御部（４２）は、前記端子電圧
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（Ｕ）が所定の閾値よりも低いとき、前記抵抗器（４１）を介して前記接続部（３４３，
３４４）を短絡させ、前記端子電圧（Ｕ）が前記所定の閾値よりも大きいとき、前記抵抗
器（４１）を介して短絡された前記接続部を開放するように構成されていることを特徴と
する駆動装置（３）。
［態様１６］
　態様１５に記載の駆動装置（３）において、前記電子制御部（４２）は、特に、例えば
前記周囲温度といった、少なくとも１つの周囲条件に応じて、前記閾値を設定するように
構成されていることを特徴とする駆動装置（３）。
［態様１７］
　車両部品、特に、テールゲート（２０）を調節するための駆動装置（３）の操作方法で
あって、
　－電気的駆動部（３４）が前記車両部品を駆動し、前記駆動部（３４）の出力軸（３４
１）が前記車両部品に調節力を伝達することと、
　－前記出力軸（３４１）に操作可能に連結された第１の制動装置（１）が、少なくとも
１つの永久磁石エレメント（１２，１４）を有し、前記車両部品を現在位置に拘束するた
めの制動力を与えることと、
を備える方法において、
　前記車両部品の移動の間に、第２の制動装置（４）が、前記車両部品の移動を制動する
ための制動力を与え、前記電気的駆動部（３４）が回生制動モードに切り替えられること
を特徴とする方法。
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